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耐
震
化
対
策
を
支
援
し
ま
す
。

⃝
募
集
戸
数
　
２
戸　
※
先
着
順

⃝
募
集
期
間
　
12
月
１
日
㈬
～
12

月
24
日
㈮

⃝
対
象
住
宅
　
次
の
要
件
を
す
べ

て
満
た
す
、
市
内
に
建
て
ら
れ
て

い
る
木
造
住
宅

①
所
有
者
が
自
ら
居
住
す
る
専
用

住
宅
ま
た
は
併
用
住
宅

②
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
着

工
さ
れ
た
戸
建
て
住
宅

③
在
来
軸
組
工
法
、
伝
統
的
工
法
、

枠
組
壁
工
法
等
に
よ
り
建
築
さ
れ

た
木
造
３
階
建
て
以
下
の
住
宅

④
過
去
に
こ
の
事
業
に
よ
る
耐
震

診
断
を
受
け
て
い
な
い
住
宅　

⃝
個
人
負
担
額
　
６
、
０
０
０
円

⃝
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

本
庁
舎
建
築
住
宅
課　
内
２
２
６

５
　
防
衛
省
・
自
衛
隊
で
は
、
中
学

校
卒
業
予
定
者
対
象
の
陸
上
自
衛

隊
高
等
工
科
学
校
生
徒
を
募
集
し

ま
す
。

⃝
受
験
資
格
　
平
成
23
年
４
月
１

日
現
在
で
、
15
歳
以
上
17
歳
未
満

の
男
子
（
平
成
６
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
８
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
男
子
で
中
学
校
卒
業
見
込

者
を
含
む
）

⃝
申
込
受
付
期
間
　
平
成
23
年
１

月
６
日
㈭
ま
で

⃝
試
験
日
・
試
験
会
場
　

〈
一
般
〉
▽
第
一
次
試
験　
平
成

23
年
１
月
22
日
㈯
／
白
河
地
域
職

業
訓
練
セ
ン
タ
ー
（
中
田
）　

▽

第
二
次
試
験　
平
成
23
年
２
月
５

日
㈯
／
陸
上
自
衛
隊
郡
山
駐
屯
地

（
郡
山
市
大
槻
町
）　

〈
推
薦
〉
平
成
23
年
１
月
15
日
㈯

か
ら
17
日
㈪
ま
で
の
間
で
指
定
す

る
一
日
／
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科

学
校
（
神
奈
川
県
横
須
賀
市
）

問
自
衛
隊
福
島
地
方
協
力
本
部
白

河
地
域
事
務
所
☎
㉔
０
３
７
２　

　　
⃝
日
時
　
11
月
19
日
㈮
／
午
前
10

時
～
午
後
５
時
30
分

⃝
会
場
　
中
央
公
民
館
（
天
神
町
）

⃝
内
容
　
土
地
、
建
物
、
金
銭
の

貸
し
借
り
、
離
婚
、
相
続
の
問
題

な
ど
（
秘
密
厳
守
）

問
白
河
調
停
協
会
（
福
島
家
庭
裁

判
所
白
河
支
部
内
）
☎
㉒
５
５
５

５

3

機
関
へ
納
税
に
出
向
く
手
間
が
省

け
る
な
ど
、
大
変
便
利
で
す
。

　
す
べ
て
の
従
業
員
か
ら
特
別
徴

収
を
行
っ
て
い
な
い
事
業
者
は
、

特
別
徴
収
の
切
り
替
え
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
本
庁
舎
課
税
課　
内
２
１
２
７

　
　　

離
職
等
に
よ
り
、
住
宅
等
に
お

困
り
の
方
の
た
め
の
支
援
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

⃝
内
容
　
①
住
宅
手
当　
②
総
合

支
援
資
金
融
資　
③
訓
練
・
生
活

支
援
給
付　
④
臨
時
特
例
つ
な
ぎ

資
金
貸
付

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
白
河
☎
㉔
１
２

５
６

　　　
市
で
は
、
耐
震
診
断
を
行
う
建

築
士
を
派
遣
す
る
「
木
造
住
宅
耐

震
診
断
者
派
遣
事
業
」
を
実
施
し
、

　　
検
察
審
査
会
は
、
一
般
国
民
か

ら
選
ば
れ
た
11
人
の
検
察
審
査
員

が
、
不
起
訴
処
分
の
良
し
悪
し
を

審
査
す
る
と
こ
ろ
で
、
刑
事
手
続

き
の
中
に
国
民
の
一
般
的
な
良
識

を
反
映
さ
せ
、
よ
り
良
い
刑
事
司

法
を
実
現
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ

て
い
る
も
の
で
す
。
審
査
の
申
し

立
て
に
は
、
費
用
は
一
切
か
か
り

ま
せ
ん
。

問
郡
山
検
察
審
査
会
事
務
局
☎
０

２
４
︲
９
３
２
︲
５
６
５
６

　
相
続
ま
た
は
贈
与
等
に
係
る
生

命
（
損
害
）
保
険
契
約
等
に
基
づ

く
年
金
の
税
務
上
の
取
り
扱
い
が

変
更
に
な
り
ま
す
。

　
相
続
、
贈
与
等
に
よ
り
取
得
し

た
生
命
保
険
契
約
や
損
害
保
険
契

約
等
に
係
る
年
金
の
所
得
税
の
取

り
扱
い
が
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
変
更
に
よ
り
、
所
得
税
の

還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
国

税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.nta.go.jp/

）
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
最
寄
り
の
税
務
署
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
白
河
税
務
署
☎
㉒
７
１
１
１

　
　

　
個
人
住
民
税
（
個
人
市
民
税
と

個
人
県
民
税
）
の
特
別
徴
収
と
は
、

給
与
支
払
者
が
、
納
税
義
務
者
で

あ
る
給
与
所
得
者
（
従
業
員
）
に

代
わ
っ
て
、
毎
月
従
業
員
に
支
払

う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
徴
収

し
て
市
に
納
入
す
る
制
度
で
す
。

　
地
方
税
法
に
よ
り
、
給
与
を
支

払
う
事
業
者
は
原
則
と
し
て
、
特

別
徴
収
義
務
者
と
し
て
個
人
住
民

税
を
特
別
徴
収
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
は
、

所
得
税
の
よ
う
に
税
額
の
計
算
や

年
末
調
整
を
す
る
手
間
は
か
か
ら

ず
、
従
業
員
一
人
ひ
と
り
が
金
融

募
集

自
衛
官

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

検
察
審
査
会

「
木
造
住
宅
耐
震
診
断
者
派
遣

事
業
」
に
よ
る
診
断
希
望
者

離
職
等
に
よ
っ
て
住
宅
等

に
お
困
り
の
方
へ

個
人
住
民
税
特
別
徴
収

推
進
強
化
月
間
実
施
中

ま
ち
か
ど
伝
言
板

無
料
調
停
相
談

１
０
０
歳

　

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

水み
ず
の
や

野
谷
　
忠た

だ
お雄

さ
ん
（
表
郷
番
沢
）

　
　
明
治
43
年
６
月
25
日
生
ま
れ

小こ
や
ま山

　
静し

ず
こ子

さ
ん
（
大
信
増
見
）

　
　
明
治
43
年
９
月
19
日
生
ま
れ

山や
ま
か
み上

　
末す

え
き
ち吉

さ
ん
（
白
坂
）

　
　
明
治
43
年
10
月
25
日
生
ま
れ


